
ＪＡＰＡＮＪＡＰＡＮＪＡＰＡＮＪＡＰＡＮ クロスカントリーダートトライアルシリーズクロスカントリーダートトライアルシリーズクロスカントリーダートトライアルシリーズクロスカントリーダートトライアルシリーズ 大会規定大会規定大会規定大会規定                    

（（（（２０１０２０１０２０１０２０１０－－－－０１０１０１０１版版版版））））    

第第第第１１１１章章章章    大会運営規約大会運営規約大会運営規約大会運営規約    

第１条 定義 

１、本大会は４ＷＤ車（ＲＶ，ＳＵＶに限定）を対象としたクロスカントリーダートトライアルで、

１台ずつのタイムアタックを行うものである。 

第２条 大会名称 

１、「ＪＡＰＡＮクロスカントリーダートトライアルシリーズ２０１０」とする。 

（以下ＪＸＣＤと言う） 

第３条 目的 

１、本大会は、４ＷＤ車及びＳＵＶ車を使用したオフロードスポーツの振興と、ドライビングの楽し

さを幅広く啓蒙することと同時に、安全に関する知識向上を目指すことを目的として開催する。

従って安全装備を基準としてクラス分けをし、運営するものとする。 

第４条 大会運営組織 

１、名称を「ＪＡＰＡＮクロスカントリーダートトライアルシリーズ大会事務局」とする。 

（以下ＪＸＣＤ事務局と言う）ＪＸＣＤ事務局は下記に設置する。詳細については      

公式ホームページに告知する。 

■〒701-0203  岡山県岡山市南区古新田３０－３ 株式会社オフィスミッション内    

ＴＥＬ０８６－２８２－８８４７  

■エントリー申し込み先 ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ０８６０８６０８６０８６－－－－２８２２８２２８２２８２－－－－８８４６８８４６８８４６８８４６    

■エントリーフィーの振込先 

ジャパンネットジャパンネットジャパンネットジャパンネット銀行銀行銀行銀行（（（（００３３００３３００３３００３３））））本店営業部本店営業部本店営業部本店営業部（（（（００１００１００１００１）））） 

普通預金普通預金普通預金普通預金３８５５１９０３８５５１９０３８５５１９０３８５５１９０    カカカカ））））オフィスミッションオフィスミッションオフィスミッションオフィスミッション     

■公式ホームページ：http://www.officemission.jp/dirthttp://www.officemission.jp/dirthttp://www.officemission.jp/dirthttp://www.officemission.jp/dirt 

第５条 オーガナイザー 

１、ＪＸＣＤ事務局 

第６条 会場及び開催日程 

１、すべて公式ホームページにて発表する。 

第７条 会場周辺に対する配慮 

１、開催される会場及び周辺地域、及び住民に配慮し、社会秩序を守り会場の規定に従うこと。ゴミ

は参加者個人で持ち帰ること。 

第８条 参加者の承認事項 

  １、損害の補償 

    参加者とは競技者、観客、オフィシャル、スポンサーなど、この競技に関わる全ての参加者のこ 

とであり、参加車両や備品の破損、盗難、紛失はもとより、会場施設や器物を破損させた場合の 

補償など、いかなる理由においても当事者が責任を負わなければならない。 



  ２、主催者の免責 

    本大会の全ての参加者は、本大会主催関係者（ＪＸＣＤ事務局、大会実行委員、競技長、車検長、 

全てのオフィシャル、全てのスポンサー等）が一切の損害賠償の責任を免除されていることを了 

承しなければならない。すなわち、その任務遂行上に起きた競技者及び全ての参加者の死亡、負 

傷、車両損害に対して、これが一切の責任を負わないものとする。 

３、オフィシャルの免責 

    大会運営において、いかなる場合もオフィシャルは一切の責任を免除されていることを了承しな 

ければならない。 

第９条 肖像権 

１、大会名称及びロゴマーク、映像、写真等の使用権利はＪＸＣＤ事務局に帰属する。 

第１０条 規定の変更 

１、大会規定は必要に応じ、予告なく変更する場合がある。 

第１１条 規則違反の決裁と審議 

１、大会規定、競技規則に違反する行為の決裁は、大会実行委員長、競技長、車検長（任命はホーム 

ページで公表する）が行う。 

２、大会実行委員長は、順位が確定する前までに違反行為、不正行為、異議申し立てに対し、３人以

上の大会役員と２名以上の競技参加者を招集し、審議会を開き意見を聴取、審議することができ

る。また違反行為が明らかになった場合、その程度に応じ、決裁を行う。 

３、前項の２名以上の競技参加者は、公明に大会実行委員長が選出する。 

第１２条 競技の中止または延期 

１、荒天あるいは不可抗力により、大会実行委員長は大会役員と協議の上、競技の中止または延期も

しくは順位の決定方法の変更を行うことができる。 

２、中止した時点で、全ての競技者のタイム計測が一回でも行われた場合は、その大会の競技は成立

したこととする。 

３、荒天あるいは不可抗力により、競技内容の変更、中止が必要と判断した場合は、その情報を事前

に公式ホームページ、または緊急のブリーフィングを開催して告知する。 

第１３条 競技の情報公開と告知 

１、本大会運営に関するすべての情報（開催場所､日時、規則の変更､競技の結果、協議内容の説明な

ど）は公式ホームページで発表し告知する。エントラントはこれを各自で確認すること。 

２、情報の公開、削除に関する権限はすべて大会事務局にある。 

第１４条 タイムスケジュール 

１、大会によりタイムスケジュールが異なる場合があるため公式ホームページにて確認すること。 

２、大会当日、オーガナイザーはドライバーズブリーフィングを開催し、公平に競技内容、スケジュ 

ール、変更内容等を発表する。 

第第第第２２２２章章章章    参加規定参加規定参加規定参加規定    

第１５条 参加者 



１、参加者は、スポーツマンシップにのっとり、公明に競技を行い安全第一とする。 

第１６条 参加資格 

１、原則として１８歳以上で普通運転免許証を有すること。未成年者は親権者の同意書がなければ 

参加できない。ただし、この資格を有していなくても、2 名以上のエントラント（競技参加者）

からの推薦状があり、大会実行委員長が確かな運転技術があると認めた者は、親権者の同意のも

と参加できる。 

第第第第３３３３章章章章    エントリーエントリーエントリーエントリー 

申込先はすべて第４条に明記したＪＸＣＤ大会事務局に申し込むこと。 

第１７条 エントリーの詳細及び方法 

１、エントリーフィーは次の通りとする。 

① ￥１０，０００／１エントリー（賞典外の場合も同様） 

② ￥１５，０００／ＮクラスとＰクラスのダブルエントリー（賞典外も同様）の場合の１名。 

但し、当日のエントリー（期限外エントリー）は別途￥２，０００を徴収する。 

※例外としてＪＸＣＤ事務局の都合により期限外エントリーさせる場合を除く。 

※１台の参加車両で複数人のエントリーがある場合はそれぞれ申し込むこと。 

２、エントリーの受付期間は大会開催日の一ヶ月前から一週間前までとし、それ以降は期限外エント 

リーとする。 

３、公式ホームページからエントリーする場合は次の通りとする。 

① 公式ホームページの「エントリー手順」のページから「エントリーフォーム」に記入して 

送信すること。 

② エントリーフィーは銀行振り込みで送金すること。（振込先は第４条-１を参照） 

③ エントリーフォームがＪＸＣＤ事務局に送信され、エントリーフィーの入金確認後に JＸＣＤ

事務局より「エントリー受領」のメールが届くので確認すること。 

④ 大会当日は「エントリー受領」のメールをプリントアウトして「車検証」と「印鑑」を持参し

て大会本部でエントリーのチェックを受けること。 

  ４、ＦＡＸで申し込む場合は次の通りとする。 

① 公式ホームページにある「参加申込書」をプリントアウトして記入、捺印後、ＪＸＣＤ事務局

にＦＡＸすること。（送信先は第４条-１を参照） 

② エントリーフィーは銀行振り込みで送金すること。（振込先は第４条-１を参照） 

③ 大会当日にＦＡＸした参加申込書の「本書」を持参し大会本部でエントリーのチェックを    

受けること。 

５、その他のエントリー 

公式ホームページにある「参加申込書」をプリントアウトして記入、捺印後、エントリーフィー

と共に現金書留でＪＸＣＤ事務局に送ること。（発送先は第４条－１を参照） 

６、エントリーフィーを銀行口座に振り込む場合は、参加申し込み人と同じ名前で振り込むこと。 

振り込み手数料は参加者が負担すること。 



７、 参加申込書とエントリーフィーをＪＸＣＤ事務局が受理した時点で正式エントリーとする。 

８、 エントリーフィーは、キャンセルの場合や車検不合格等で出場できない場合でもこれを返却し

ない。 

９、 エントリー受理後の通知は、手続きに問題なく正式に受理された場合は通知しない。 

１０、 エントリーの上限は６０エントリーとする。これを越える場合は会場のキャパシティ等考慮し、

当日エントリーを受け付けない場合がある。  

１１、 ＪＸＣＤ事務局は理由を明らかにすることなく、参加申し込み者に対して参加を拒否すること

が出来る。この場合は参加申込書とエントリーフィーを返却する。 

第第第第４４４４章章章章        車検車検車検車検    

開催日当日にＪＸＣＤ大会規定に基づき車検を行う。    

第１８条 確認事項 

１、ＪＸＣＤ事務局が行う車検とは、安全且つ公平な競技を成立させる事が目的であり、構造変更済

みの有無や保安基準を確認するものではない。すなわち参加者個人が参加車両に関わるすべての

責任を負うものであり、ＪＸＣＤ大会規定及び法的な責任を一切主催者は負わないことを了承し

なければならない。 

２、スカラシップにエントリーしている者は、スポンサーステッカーの有無等を車検時に確認するが

各スポンサーが定めたスカラシップ規定を満たしていない場合は、スカラシップ章典対象から除

外する。ただし、車検終了時間までに不備を改善し認められた場合はこの限りではない。 

３、競技終了後、入賞車両に関しては、大会規定に則り再車検を行う場合がある。これにより不正や

申告の不備が認められた場合は失格となる。 

４、大会規定を満たさない車両は出場できない。但し、競技スタートまでに不具合を改善し認められ

た場合はこの限りではない。 

５、全ての参加車両はフロントのナンバープレートを取り外し、リアプレートはデコレーションプレ

ート等を装着すること。但し、軽自動車の場合は前後プレートの取り外しも認めるが、全ての車

両でデコレーションプレートの装着を推奨する。 

 

第第第第５５５５章章章章    賞典賞典賞典賞典    

第１９条 表彰 

１、各クラスのエントリー数が１～５台までの場合は１位のみを表彰、６～９台の場合は１位と２位

を表彰、１０台以上の場合は上位３名を表彰する。 

２、Ｎクラスではショップ関係者やプロドライバー（ＪＸＣＤ事務局が該当者と認定する者）は賞典

外とする。 

３、Ｎクラスではノーマル車を基準とする。これに該当しない車両のエントリーも認めるが賞典外と

する。 

第２０条 シリーズ戦表彰規定 

１、ポイント制によるシリーズ戦表彰を行い、各クラスの最終ランキング総数１～１０名の場合には



上位１名を、１１～１５名の場合には上位２名を、１６名以上の場合には上位者３名に記念品を

授与する。発表は公式ホームページ上で行う。 

２、ポイントは各クラスの１位２０ポイント、２位１７ポイント、３位１５ポイント、４位１２ポイ

ント、５位１０ポイントで、これ以下は１ポイントずつ減点され、１５位から以降は０ポイント

とする。 

３、獲得したポイントの上位３戦分までを有効ポイントとして合算し、シリーズ戦表彰規定の順位を

決定する。 

４、合算したポイントが同ポイントとなった場合は全戦において獲得したポイントの総数が多い者を

上位とする。 

第第第第６６６６章章章章    競技規定競技規定競技規定競技規定    

第２１条 クラス分け  

Ｎクラスはノーマル車（ライトチューンの範囲）のクラス、Ｐクラスは改造制限無しのクラスと

して、以下の通り５つのクラスを設定する。 

１、Ｎ１クラス 

軽自動車であり、エンジン本体の変更、エンジンヘッドの交換、過給器本体の変更、排気量の変

更、エンジンコンピューターの変更、トレッドの変更（ワイドトレッドスぺーサー等の使用）等

の変更がない車両のクラス。 

２、Ｎ２クラス 

排気量６６０ｃｃ以上のガソリンエンジン車のクラスで、エンジン本体の変更、エンジンヘッド

の交換、過給器本体の変更及び追加、排気量の変更等がない車両のクラス。 

３、Ｎ３クラス 

ディーゼルエンジン車のクラス。改造範囲は特に制限しない。 

４、Ｐ１クラス 

Ｎクラスに該当しない排気量２０００cc以下の改造車クラス。 

但し、Ｎクラスの車両であっても６点式以上のロールケージが装備されている車両はエントリー

することができる。また、P２クラスにエントリーすることもできる。 

５、Ｐ２クラス 

Ｎクラスに該当しない排気量２０００以上の改造車クラス。 

但し、Ｎクラスの車両であっても６点式以上のロールケージが装備されている車両は     

エントリーすることができる。 

第２２条 参加車両 

１、参加が認可される車両はＪＸＣＤ大会規定で定められた安全装備等を装着した４ＷＤ、及びＳＵ

Ｖ車である。 

２、Ｎクラスは車両ナンバー、車検、自賠責保険が有効であること。車検証（コピーでも可）、自賠責

保険証書は必ず持参すること。たとえこれに該当する車両であっても、安全性に問題があると判

断される車両や、明らかに違法性が認められる車両に関しては、大会実行委員長の権限として出



場を認めない場合がある。 

３，Ｐクラスは車両ナンバー、及び車検が無い車両の参加も認める。但し、この車両の車検証、もし

くは一時抹消証があり、有効な自賠責保険が有ること。但し、正当な理由があり、且つＪＸＣＤ

運営事務局に事前に申請があり、許可された場合はこの限りではない。 

４、過給器付きのエンジン排気量は、エンジン容積の１．５倍で計算される。 

５、参加対象車両はクロスカントリータイプの４ＷＤ車、及びＳＵＶ車であり下記は一例である。  

これ以外の車両はＪＸＣＤ事務局に問い合わせること。 

■トヨタ：ランドクルーザー、ハイラックス、ＲＡＶ４、ハリヤー、クルーガー、 ビーゴ、    

キャミ、ＦＪクルーザー、ヴァンガード 

■日産 ：サファリ、テラノ、ミストラル、エクストレイル、ダットサントラック、ムラーノ、

ラシーン 

■三菱 ：パジェロ、イオ、Ｊｒ、ミニ、ストラーダ、チャレンジャー、エアートレック、 

ＲＶＲ、Ｊｅｅｐ、デリカ、アウトランダー、トライトン 

■イスズ：ビッグホーン、ロデオ、ウイザード、ミュー、ビークロス 

    ■ホンダ：ホライゾン、ジャズ、ＣＲ－Ｖ、ＨＲ－Ｖ、クロスロード 

    ■スズキ：ジムニー、エスクード、ＳＸ４ 

    ■マツダ：プロシード、トリビュート 

■スバル：フォレスター 

■外国車：チェロキー、ラングラー、ブレイザー、Ｘ５、Ｘ３、ＭＬ、Ｇ、デュランゴ、エクス

プローラー、レンジローバー、ディスカバリー、パトリオット他 

第２３条 順位の決定  

１、Ｎクラスは練習走行の他にタイムアタックを２回行い、そのベストタイムで競う。 

２、Ｐクラスは練習走行の他にタイムアタックを１回行い、それを予選とし、トーナメントブロック

に振り分ける。最終順位の決定はトーナメント方式で決定される。 

３、Ｐクラスの最終順位の決定は１位から４位まではトーナメント方式で決定され、それ以降の順位

は走行した全てのタイムアタックの中のベストタイムで決定される。但し、それぞれのクラスの

エントリー数が６台以下の場合や、天候、及びコースコンディションによりタイムアタック形式

等に変更する場合がある。 

４、最終順位の確定は競技終了後にまず暫定発表を行う。この暫定発表後３０分が経過した時点で最

終順位が確定する。 

第２４条 タイムの計測 

  １、原則として光電管で測定する。 

  ２、スタート順は抽選で決定する。 

３、スタートは原則としてゼッケン順に行う。 

  ４、スタート方法はフライングスタートとする。 

  ５、スタートはスターターの指示、合図に従うこと。 



  ６、コース走行中は全ての窓を全閉する事。 

但し、ウインドウネット等で対策してあり、車検長が許可した場合はこの限りではない。 

  ７、ミスコース、横転、コースアウト、自走が不可能なトラブルはそのアタックを失格とする。 

  ８、パイロンタッチは１回につきプラス５秒のペナルティを課す。 

  ９、同乗者は認めない。 

１０、大会実行委員長はＮクラスとＰクラスのコース設定を分けることができる。 

第第第第７７７７章章章章    車両規則車両規則車両規則車両規則 

                参加する車両は次の規定を遵守すること。 

第２５条 安全装備 

１、全ての競技参加者はヘルメット、ドライビンググローブ、４点式以上のシートベルトを装備しな

ければならない。 

２、ヘルメットはＪＩＳ、ＳＮＥＬＬ，ＢＳ規格等ＪＡＦ認定品に準じていること。たとえこれらの 

規格を満たしていても半キャップタイプは認めない。 

３、４点式シートベルトは、車体フロア部に直接ボルトや補強板を使用し、３カ所以上で確実に固定 

すること。シート及びシートフレームには取り付けないこと。 

４、ドライビンググローブは操作性に優れ、指、手首が完全に保護できるレーシンググローブを着用 

すること。 

５、コース内では長袖、長ズボン、運動靴を着用すること。長靴での運転は禁止する。レーシングス

ーツ、レーシングシューズを強く推奨するが、Ｐクラスにおいてはレーシングスーツ、レーシン

グシューズ、もしくはそれに準ずるウエアを着用すること。 

６、Ｎクラスのすべての車両に６点式以上のロールケージの装着を強く推奨する。 

７、Ａピラーとセンターピラーが一体式ボディーシェル構造車以外のオープン車両の場合はフロント

ロールバーを含む６点式以上のロールケージの装着を義務づける。 

８、Ｐクラスは全ての車両に６点式以上のロールケージの装着を義務づける。 

９、ロールケージの定義とは衝突、車両が横転した場合等にボディーシェルに重大な変形を起こさな

いよう設計されたフレーム構造の物であり、搭乗者の安全を確保できる十分な強度を有すること。

スチール、ステンレススチール製の物を強く推奨する。 

１０、すべてのクラスにおいて左右のドアと天井のないオープン車両の参加は認めない。体の一部が車

外へ出ないよう幌ドアや安全ネットで対策されなければならない。 

１１、全ての競技参加車両に自動車火災用消火器の取り付けを強く推奨する。これは運転者が速やかに

取り出せる位置に取り付ける事。 

第２６条 安全対策 

１、ヘッドライト、ブレーキランプ、補助灯などを有効な手段でテーピングし、横転､衝突時の飛散防

止の処置をすること。 

２、バッテリーの取り付け金具は緩まないようしっかりと固定し、＋（プラス）側のターミナルを必

ず絶縁カバー、テープなど覆いショートを防止すること。 



３、エンジンルーム内のブレーキ、パワステ、クラッチのリザーバータンクなどオイルが入っている

物のキャップは漏出防止のためテープ等で固定すること。 

４、車内に荷物を積まないこと。 

第２７条 改造規定 

１、使用できるタイヤは一般的に市販されている四輪駆動車用の物であり、特殊なタイヤやグルービ 

ングタイヤ、ラリータイヤ、純正サイズを下回るタイヤの使用を認めない。 

  ２、特殊燃料の使用は認めない。 

３、ターボチャージャー、スーパーチャージャー以外の過給装置は認めない。 

４、チーム名は常識ある名称とし、著作権や肖像権、知的財産権、 産業財産権（商標等）を侵害する

おそれのあるものや、偏見、卑猥等を連想させるもの、この大会に関係するスポンサーのＰＲ活

動を阻害するもの等は、運営事務局の判断により変更を要求する。 

５、全ての参加者はＪＸＣＤ事務局が用意するゼッケン、スポンサーステッカー等を競技車両に表示

する義務がある。 

６、車両における宣伝活動等は自由であるが、第２７条－４に抵触すると判断されるステッカー類は

大会実行委員長の権限により削除させる。 

第第第第８８８８章章章章    細則細則細則細則 

第２８条 遵守事項 

エントラント（競技参加者）は競技中、下記事項を厳守すること。 

１、オフィシャルの指示に従うこと。 

２、本部の発表するタイムスケジュールに従うこと。 

３、大会中における競技参加者の飲酒、薬物の使用は断じて許さない。発覚した場合はいかなる場合

も失格とし、即時に退場させ、以後の参加を認めない。 

４、他の競技者を故意、かつ悪質に非難、妨害してはならない。 

５、オフィシャルが危険と判断した場合は競技を中止させる。 

６、判定や判断に異議申し立てがある場合は、文書にて本部へ提出すること。大会実行委員長が招集

する審議会で最終判定を下すが、最終順位確定後は一切認められない。 

７、その他ローカルルールを適用することがある。この場合は必ず公式ホームページ上、もしくはド

ライバーズブリーフィングで発表する。 

８、参加する全ての個人は、例外なくこのＪＸＣＤ大会規定を熟読し、規約に対して異議のないこと

とする。  

 

 

 

 


